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第５章  乗車券類の様式 

第１節  通   則 

（乗車券類の表示事項）「規則１８３」 

第８６条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。 

（１）旅客運賃・料金額 

（２）有効区間 

（３）有効期間 

（４）発売日付 

（５）発売箇所名 

２ 次の各号に掲げる乗車券類にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略するこ 

とがある。 

（１）臨時に発売する乗車券類 

（２）その他特殊の乗車券類 

（この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等）「規則１８４」〔連規準用〕 

第８７条 この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であって、それぞれの 

乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷 

する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記入し、切断し、又は入鋏

する等の方法によって補うものとする。 

２ 乗車券類の様式は、必要によって、次の各号に定めるところにより変更することがあ 

る。 

(1) 前条第１項に規定する表示事項 

ア 表示事項の一部の裏面表示 

イ 表示事項の配列の変更 

(2) 前号以外の様式 

ア 乗車券類の寸法の変更 

イ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更 

ウ 表示事項及び裏面表示の一部の省略又は追加 

３ 乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであっても、専用の様式の 

ものを使用することがある。 

４ 小児用の乗車券類は、次に規定する記号を関係券片の表面に、影文字等をもって印刷 
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する。 

小児用の乗車券類 「小」 

５ 普通乗車券と急行券及び普通乗車券と急行券・特別車両券とは、それぞれ１枚のもの

とすることがある。 

（字模様の印刷）「規則１８６」 

第８８条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次に掲げる字模 

様を印刷する。 

 

 

 

 

 

 

 

（乗車券類の駅名等の表示方）「規則１８７」    〔連規準用〕 

第８９条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。 

（１）乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示することとする。 

ただし、第４６条（営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方）の規 

定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場について 

は、その乗降場名を、また、団体乗車券の乗車区間については、乗車する列車等の 

発駅名及び着駅名を表示することとする。 

（２）会社線内各駅相互発着区間の乗車券にあっては、着駅名を金額をもって表示する 

ことがある。 

（旅客運賃の割引等に対する表示）「規則１８８」    〔連規準用〕 

第９０条 旅客運賃の割引等を行う乗車券には、その証として、関係券片の表面にゴム印を 

押す等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券 

類、第６号に規定する記号については、これと異なる大きさ等で表示をし、又はこの 

表示を省略することがある。 
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（１）第２０条（特別の割引乗車券類の発売）の規定による割引をするもの                                         

横１５ｍｍ×縦７ｍｍ           

                              

             割 引 

 

（２）大人用の乗車券を小児用に代用するもの 

                                     

     小        直径１０ｍｍ                   

                                     

（３）再交付するもの                           

        

           再               １辺１０ｍｍ                   

    

（４）期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその有 

効期間の開始日前から有効とさせるもの              

                              

       継 続                横１５ｍｍ×縦７ｍｍ                   

     

（５）普通乗車券及び自由席特急券で有効期間の開始日を発売日後の日とするもの 

                       

    ○月○日から有効    横３０ｍｍ×縦７ｍｍ               

 

   ただし、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には「  前  」と表示する 

                        

（６）使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの        

                           

       証第  号       横２６ｍｍ×縦１０ｍｍ                

     

２ 常備式の乗車券類に前項第１号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗 

車券に表示されている旅客運賃の訂正は行わない。 
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第２節  普通乗車券の様式 

（普通乗車券の様式）「規則１８９」    〔連規準用〕 

第９１条 普通乗車券の様式は、次のとおりとする。 

（１）常備片道乗車券 

 ア 近距離券売機用 3×5.7㎝ 

 イ 印刷発行機用  3×5.7㎝ 

    

（２）常備往復乗車券 

ア 近距離券売機用 3×5.7㎝ 2枚 

イ 印刷発行機用  3×5.7㎝ 2枚 

    

第３節  定期乗車券の様式 

（定期乗車券の様式）「規則１９９」    〔連規準用〕 

第９２条 定期乗車券の様式は次のとおりとする。 

（１）常備通勤定期乗車券  5.7×8.5㎝  
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（２）常備通学定期乗車券  5.7×8.5㎝ 

      

（３）補充定期乗車券  6.2×15.5㎝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節  回数乗車券の様式 

 （普通回数乗車券の様式）「規則２０３」 

第９３条 普通回数乗車券の様式は次のとおりとする。 

（１）常備普通回数乗車券 

 ア 近距離券売機用  3×5.7㎝ 11枚  

イ 印刷発行機用  3×5.7㎝ 11枚   
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（２）補充普通回数乗車券 

 

 

 

 

 

第５節  団体乗車券の様式 

（団体乗車券の様式）「規則２０８」    〔連規準用〕 

第９４条 団体乗車券の様式は次のとおりとする。 

ア 印刷発行機用 5.7×12.0cm 

イ 手書き式用 25.0×18.0cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節  急行券の様式 

（特別急行券の様式）「規則２１１」    〔連規準用〕 

第９５条 特別急行券の様式は、次のとおりとする。 

（１）指定席特別急行券  5.7×8.5cm 
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（２）自由席特別急行券  

 

  （３）普通急行券 

 

第７節  特別車両券の様式 

（特別車両券の様式）「規則２１４」〔連規準用〕 

第９６条 特別車両券の様式は、次のとおりとする。5.7×8.5cm 

 

第８節  特別補充券の様式 

（特別補充券の様式）「規則２２４」 

第９７条 特別補充券の様式は、次のとおりとする。 

（１）特別補充券（出札用）12.5×8.5cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特別補充券（三角表式）17.5×8㎝ 

    


